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「ハンドル形電動車いす」による鉄道利用の取り扱いについて 

 
 
◆ 「ハンドル形電動車いす」による鉄道利用に係る手続について、「改良型ハンドル

形電動車いす」であることの確認主体が（一社）日本福祉用具評価センターとなり

ましたのでお知らせします。 
 
◆ 以下の条件を満たし、（一社）日本福祉用具評価センターの確認を受けたハンド

ル形電動車いす（これを「改良型ハンドル形電動車いす」という。）の場合、新幹線

など一部のデッキ付き鉄道車両に乗車できます。 
 
◆ ステッカー交付の受付は、 
平成２４年１月２４日（火）から開始します。 
 
 
＊以下の①から⑦の条件の変更はありません。 
１．ステッカー交付の対象となる「改良型ハンドル形電動車いす」の要件は次のとお

りです。 
 ※国家公安委員会の型式認定（ＴＳマーク）を受けた電動車いすであること。 

①基本寸法 
全長 1,200mm 以下、全幅 700mm 以下、全高 1,090mm 以下 

②直角路走行性能 
900mm×900mm の直角路を左折、右折とも数回の切り返しで通過可能なこと。 

 かつ、1,000mm×1,000mm の直角路を左折、右折とも切り返し無しで通過可能

なこと。 
③180 度の旋回に必要な回転寸法：左旋回、右旋回とも、1,800mm 未満であること。 
④取って 
ハンドル形電動車いすが溝にはまった時に復旧させたり、または少し角度をずら

すなどの作業が必要な時などに、支援者が操作できる取ってを有し、かつ、取っ

ての存在を支援者が容易に判別できること。 
⑤支援者が容易に判別できるクラッチ 
 緊急時に一般利用者の避難の妨げにならないよう、ハンドル形電動車いすを移動

させる必要があるときに、支援者が容易に判別できるクラッチレバーを有し、か

つ、誤動作の防止など安全性に十分に配慮していること。 
⑥速度 
 ６㎞/ｈを超える速度が出せないものであり、かつ、２㎞/ｈ以下の設定が可能な

こと。 
⑦その他 
 歩行者に危害を及ぼす恐れがある鋭利な突起物がないこと。 
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２．ステッカー交付等の手続きについては、以下のとおりとなります。 
（１）既に型式確認された車いす 

〔タウンカート、ポシェット、モバイルアルファ〕※参照 
①車いすの利用者は、最寄りの販売代理店等へ本ステッカー交付の依頼をして

下さい（別紙申込書）。 
なお、ステッカー交付に係る費用はかかりません。 

②（一社）日本福祉用具評価センターが、当該車いすの車種及び型式について確

認を行い、車いすの利用者へステッカーを交付します。 
 

※タウンカート             ※モバイルアルファ 

 
 
 
 
 
 
 
 

（２）上記以外の車いす 
①車いすの利用者は、最寄りの販売代理店等へ本ステッカー交付の依頼をして

下さい（別紙申込書）。 
なお、ステッカー交付に係るご利用者の負担は上記（１）と同様にございま

せん。 
②（一社）日本福祉用具評価センターが、メーカー（販売代理店経由）からの

依頼により、上記１の要件の型式審査を行い、メーカーへ審査結果を報告す

るするとともに、適合した車いすである場合には、車いすの利用者へステッ

カーを交付します。 
※ 上記②で型式審査に適合した車いすについては、（１）と同様の手続きと

なります。 
 
３．「改良型ハンドル形電動車いす用ステッカー」を貼付したハンドル形電動車いす

により鉄道を利用する際、その都度、以下のいずれかの書類を駅窓口等で提示す

ることとなります。（詳細は各鉄道事業者へお問い合わせ下さい。） 
  ①補装具交付決定通知書又は補装具費支給決定通知書 

（決定内容欄に「ハンドル形電動車いす」と記述があるもの） 
②ハンドル形電動車いす交付証明書 
③ハンドル形電動車いすに係る補装具費支給証明書 
④障害者手帳の補装具欄に「ハンドル形」の記載があり、市町村の確認印があ

る障害者手帳 
⑤介護保険制度により指定福祉用具貸与事業所又は指定介護予防福祉用具貸与

事業所から発行されるハンドル形電動車いす提供証明書 
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 ４．（一社）日本福祉用具評価センターから本ステッカーの交付を受けた後、新幹線

など一部のデッキ付き鉄道車両に乗車できます。 
本ステッカーは車いすの見やすいところに貼付して下さい。 
（乗車できるデッキ付車両は各鉄道事業者にお問い合わせ下さい。） 

 なお、ハンドル形電動車いすによる利用可能な駅の情報は、「らくらくお出かけ

ネット」（http://www.ecomo-rakuraku.jp/handle/）や各鉄道事業者のホームペ

ージなどをご覧下さい。 
 
５．問い合わせ先 

一般社団法人 日本福祉用具評価センター 
TEL： 078-306-0556   FAX：078-303-0506 

 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港町南町 7－1－5 
URL：http://www.jaspec.jp/ 

 
 ※ 申込みはこちらの様式にご記入の上、販売代理店（輸入代理店）へステッカー

交付の申込（郵送・FAX・e-mail・持参）をお願いいたします。 

http://www.ecomo-rakuraku.jp/handle/
http://www.jaspec.jp/

